
酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載取扱要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、酒々井町広報紙「広報ニューしすい」（以下「広報紙」という。）に

掲載する有料広告（以下「広告」という。）の取扱いについて必要な事項を定めるものと

する。

（掲載の範囲）

第２条 掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

（１） 公共性を損なうおそれのあるもの

（２） 法令に違反し、又は抵触のおそれのあるもの

（３） 政治又は宗教活動に関するもの

（４） 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

（５） 公序良俗に反するもの

（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）に基づく風俗営業に関するもの

（７） 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

（８） その他町長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの

（広告掲載の優先順位）

第３条 広告掲載を決定する場合の優先順位は、原則として申し込みの順位とする。ただ

し、掲載内容に期日又は期間を限定するものがあるときは、先に申込みのあったものと

調整できるものとする。

（広告の規格等）

第４条 広告の規格及び広告掲載料は、別表のとおりとする。

（広告掲載の位置等）

第５条 広告の掲載位置は、紙面作成の都合上、町に一任するものとする。

２ 広告掲載の色数は、１色（モノクロ）の印刷とする。

（掲載希望者の募集）

第６条 町長は、広告掲載を希望するもの（以下「広告掲載希望者」という。）を公募する

ものとする。

（広告の申込み）

第７条 広告掲載希望者は、広報紙有料広告掲載申込書（別記第１号様式）に掲載しよう

とする広告の原案を添えて、町長が定める期間内に申し込まなければならない。

（広告掲載の決定）

第８条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、あらかじめ第１４条

に規定する酒々井町広報広告審査委員会に意見を求め、当該広告の掲載の可否を決定す

るものとする。

２ 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告の掲載を申し込んだ者（以

下「申込者」という。）に広報紙有料広告掲載審査結果通知書（以下「掲載決定通知書」



という。別記第２号様式）により通知するものとする。

３ 広告を掲載する旨の掲載決定通知書を受理した申込者（以下「広告主」という。）は、

町長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出しなけ

ればならない。

（広告掲載料の納入）

第９条 広告主は、広告掲載料を、前条第３項の掲載決定通知書を受理した後、町長が指

定する期日までに、納入しなければならない。

（広告主の責任等）

第１０条 掲載内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

２ 版下原稿等の作成費は、広告主の負担とする。

（広告掲載の取消し）

第１１条 町長は、広告掲載を決定した後に、掲載内容に町の行政運営上支障があると認

められたとき、又は町長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しく

は第９条に規定する広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことが

できる。

（広告掲載料の還付）

第１２条 町長は、広告掲載料を受領した後に、広告主の責めに帰さない事由により広告

を掲載できなかったときは、原則として広告掲載料を還付するものとする。

２ 前項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。

（広告掲載の取下げ）

第１３条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取り下げる場合は、広報紙有料広告

掲載取下げ申出書（別記第３号様式）を、広告掲載月の前月の１日までに町長に提出し

なければならない。この場合において、既納の広告掲載料は、還付しないものとする。

（広告審査委員会）

第１４条 広告掲載の可否を決定するに当たり、必要な審査を行うため、酒々井町広報広

告審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

３ 委員長は、副町長をもって充てる。

４ 委員は、総務課長、企画財政課長、経済環境課長及び生涯学習課長をもって充てる。

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した

職務代理者が委員長を代理する。

６ 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

（委員会の会議）

第１５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じ委員長が招集する。

２ 会議は、委員長がその議長となる。

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。



５ 会議を招集することが困難であると委員長が認める場合は、持ち回りにより審査を行

うことができる。

（補則）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成１８年１１月１日から施行する。

附 則（平成２０年告示第４０号）

この告示は、公示の日から施行する。

附 則（平成２３年告示第２８号）

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年告示第９６号）

この告示は、平成２５年１月１日から施行する。

附 則（平成２６年告示第１９号）

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（令和３年告示第８２号）

この告示は、令和３年９月１日から施行する。

別表（第４条）

規 格 広告掲載料

１号広告（縦４５mm × 横８６mm） １回につき ５，０００円

２号広告（縦４５mm × 横１８０mm） １回につき １０，０００円

３号広告（縦９８mm × 横１８０mm） １回につき ２０，０００円



別 記

第１号様式（第７条）

広報紙有料広告掲載申込書

年 月 日

（あて先）酒々井町長

住所

氏名（名称） ㊞

電話番号

ＦＡＸ

担当者氏名

酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載取扱要綱第７条の規定により、広告

の原稿案を添えて下記のとおり申し込みます。

記

１ 掲載希望月 年 月号 ～ 年 月号

（※連続掲載を希望する場合は、５月号～４月号の期間内で記入してください。）

２ 掲載回数 回

３ 掲載規格（下記参照） 号広告

４ 掲載料（下記参照）

広告掲載が決定されたときは、広告掲載料として 円を支払います。

（掲載規格・掲載料）

モノクロ１号広告 （縦４５mm × 横８６mm） ５，０００円／回

モノクロ２号広告 （縦４５mm × 横１８０mm） １０，０００円／回

モノクロ３号広告 （縦９８mm × 横１８０mm） ２０，０００円／回

※申込みにおける承諾事項

（１）広告の掲載位置については、町の決定に従います。

（２）版下に関する一切の責任及び費用は、申請者が負うものとします。



第２号様式（第８条第２項）

広報紙有料広告掲載審査結果通知書

年 月 日

様

酒々井町長 印

年 月 日付けで申請のありました、広報紙有料広告掲載について、次の

とおり決定しましたので通知いたします。

１ 決定の区分

□ 掲載する

□ 掲載しない

（理由）

２ 掲載月 年 月号 ～ 年 月号

３ 掲載回数 回

４ 広告版下原稿等提出期限 年 月 日※期限厳守

５ 広告掲載料 円（ 円× 回分）

※広告掲載料は、 年 月 日までに一括でお支払いしてください。



第３号様式（第１３条）

広報紙有料広告掲載取下げ申出書

年 月 日

（あて先）酒々井町長

住所

氏名（名称） ㊞

電話番号

ＦＡＸ

担当者氏名

酒々井町広報紙「広報ニューしすい」有料広告掲載取扱要綱第１３条の規定により、次

の理由により広告の掲載を取り下げたいので届出いたします。

記

取下げ月 年 月号 ～ 年 月号

取下げの理由


